
１．日　　程

日程 議 案 番 号 摘要

22 審査報告第１号
総務文教常任委員会付託案件審査報告
議案第 ５ 号　恵庭市高等学校等奨学金支給条例の制定について

簡易

23 審査報告第２号
厚生消防常任委員会付託案件審査報告
議案第１２号　恵庭市体育施設条例の一部改正について
陳情第 ５ 号　介護保険制度改正に向けた意見書の提出を求める陳情書

簡易
起立

24 審査報告第３号
総合計画特別委員会付託案件審査報告
議案第 １ 号　第６期恵庭市総合計画の基本構想について

簡易

25 議案第１３号
恵庭市長及び副市長の給与に関する条例及び恵庭市教育委員会教育長の
給与等に関する条例の一部改正について

即決・起立

26 議案第１４号
恵庭市職員の給与に関する条例及び恵庭市会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正について

即決・簡易

27 議案第１５号 恵庭市特定乳児等通園支援事業の運営基準に関する条例の制定について 〃

28 議案第１６号
恵庭市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改
正について

〃

29 議案第１７号 和解及び損害賠償額の決定について 〃

30 議案第１８号 令和７年度恵庭市一般会計補正予算（第７号） 〃

31 議案第１９号 令和７年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 〃

32 議案第２０号 令和７年度恵庭市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 〃

33 議案第２１号 令和７年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第２号） 〃

34 議案第２２号 令和７年度恵庭市水道事業会計補正予算（第１号） 〃

35 議案第２３号
恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に
ついて

即決・起立

36 意見案第８号 太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に関する意見書 即決・簡易

37 意見案第９号 脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書 〃

38 陳 情 第 ６ 号
ＯＴＣ類似薬の保険適用除外を行わないことを求める意見書の提出を求
める陳情書

厚消委付託

39 閉会中の各常任委員会・議会運営委員会所管事務調査について

件　　　　　　　　　　　　　　　名

令和７年　恵庭市議会第４回定例会議事日程表（１２月１６日）



審査報告第１号 
 
 

総務文教常任委員会付託案件審査報告 
 
 
 本定例会において付託された案件について、委員会は審査の結果、次のとおり決定したので

報告します。 
 
 

令和７年１２月１６日 
 
 

総務文教常任委員会委員長 宮   利 徳   
 
 
 恵庭市議会議長 川 原 光 男 様 
 
 
１．審査の結果 
 

（１）議案第 ５ 号 恵庭市高等学校等奨学金支給条例の制定について 
 

本案件は、原案のとおり可決すべきものと決定したので報告します。 



議案第５号 恵庭市高等学校等奨学金支給条例の制定についてに対する附帯決議 

 

 恵庭市高等学校等奨学金支給条例は、意欲ある生徒の学習環境を支える制度として、大

いに評価するものである。一方で、制度の運用においては、個々の生徒の困難な状況にき

め細かく対応し、教育を受ける権利を最大限に保障する視点が不可欠である。よって、市

においては、委員会での審議を踏まえ、返還要件や不登校などの運用において、いずれの

状況にも適切に対応できるよう考慮していただくよう要望します。 

 以上、決議する。 

 

 令和７年１２月８日 

総務文教常任委員会 



審査報告第２号 
 
 

厚生消防常任委員会付託案件審査報告 
 
 
 本定例会において付託された案件について、委員会は審査の結果、次のとおり決定したので

報告します。 
 
 

令和７年１２月１６日 
 
 

厚生消防常任委員会委員長 新 岡 知 恵   
 
 
 恵庭市議会議長 川 原 光 男 様 
 
 
１．審査の結果 
 

（１）議案第１２号 恵庭市体育施設条例の一部改正について 
 
   本案件は、さらに審査の必要があるため、継続審査としたいので承認を願います。 
 
 （２）陳情第 ５ 号 介護保険制度改正に向けた意見書の提出を求める陳情書 
 

本案件は、不採択とすべきものと決定したので報告します。 



審査報告第３号 
 
 

総合計画特別委員会付託案件審査報告 
 
 
 本定例会において付託された案件について、委員会は審査の結果、次のとおり決定したので

報告します。 
 
 

令和７年１２月１６日 
 
 

総合計画特別委員会委員長 小 橋   薫   
 
 
 恵庭市議会議長 川 原 光 男 様 
 
 
１．審査の結果 
 

（１）議案第 １ 号 第６期恵庭市総合計画の基本構想について 
 

本案件は、原案のとおり可決すべきものと決定したので報告します。 



議案第２３号 

 

   恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

 恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のとおり改正する

ことについて議決を求める。 

 

  令和７年１２月１６日提出 

 

恵庭市議会議員  小 橋   薫  武 藤 光 一  宮   利 徳   

    長 谷 文 子  川 股 洋 一  前 田 孝 雄   

    市 川 愼 二  石 井 美 季  早 坂 政 芳   

    吉 永 孝 之  矢 野 浩 章  三 上 まどか   

    野 沢 宏 紀  松 島   緑  生 本 富士代   

  新 岡 知 恵  澁 谷 敏 明  太 田 実 保   

  小 林 卓 矢                     

 

記 

 

恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第１８号）

の一部を次のように改正する。

現行 改正案 

第 1 条～第 3 条 (略) 
 
 (期末手当) 
第 4 条 (略) 
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日にお

ける議員報酬月額及びこれに 100 分の 20 を乗

第 1 条～第 3 条 (略) 
 
 (期末手当) 
第 4 条 (略) 
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日にお

ける議員報酬月額及びこれに 100 分の 20 を乗



現行 改正案 

じて得た額の合計額に 100 分の 230 を乗じ

て得た額とする。 
3・4 (略) 
 
第 5 条 (略) 

じて得た額の合計額に 100 分の 232.5 を乗じ

て得た額とする。 
3・4 (略) 
 
第 5 条 (略) 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の恵庭市議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年

１２月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の恵庭市議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例

の規定による期末手当の内払とみなす。 

 （令和７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

３ 令和７年１２月に支給する期末手当に関する改正後の条例第４条第２項の規定の適用

については、同項中「１００分の２３２．５」とあるのは、「１００分の２３５」とする。 

 （規則への委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 



意見案第８号 

 

太陽光発電設備のリサイクル推進及び適正な廃棄処理に関する意見書 

 

本事項の実現について地方自治法第９９条の規定により意見書を提出したいので議決を求

めます。 

 

令和７年１２月１６日提出 

 

恵庭市議会議員  澁 谷 敏 明  小 橋   薫  宮   利 徳   

  野 沢 宏 紀  柏 野 大 介            

 

（案 文） 

 近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、全国各地で太陽光発電設備が急速に普及して

いる。特に固定価格買取制度（ＦＩＴ）の導入以降、多くの設備が設置され、地域の脱炭素化

やエネルギーの地産地消に寄与してきた。 

しかしながら、制度開始から１３年が経過する中で、設置当初の太陽光パネルが寿命を迎え、

大量のリユース・リサイクル・廃棄の問題が顕在化しつつある。不法投棄や不適切な処理への

懸念も生じており、環境負荷の低減と資源循環の確保が急務である。 

再生可能エネルギーの推進と循環型社会の実現は、持続可能な地域づくりの両輪であるとと

もに、太陽光発電設備のライフサイクル全体を見据えた政策支援が不可欠である。 

国においては、太陽光発電設備の廃棄・リサイクルに関する制度整備や支援を強化し、地方

自治体が適正な処理と資源循環を推進できる体制を構築することを強く求める。 

 

記 

 

１ 太陽光パネルのリサイクル技術及びシステムの推進 

  廃棄される太陽光パネルから有用な資源（シリコン、銀、ガラス等）を回収・再利用する

ため、国として研究開発支援およびリサイクル施設の整備促進を図ること。 

 

２ 太陽光パネル廃棄物の適正処理体制の強化 

  廃棄時における発電事業者や施工業者の責任を明確化し、適切な処理ルートの確保、不法

投棄防止策、処理業者の認定制度の充実を進めること。 

 

３ 地方自治体への支援拡充 

  地方自治体が廃棄物処理やリサイクル推進の現場で重要な役割を担うことから、必要な財

政的支援・人員配置・技術的助言など、国による包括的な支援体制を強化すること。 

 



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和７年１２月１６日 

北海道恵庭市議会 

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣 宛各通 



意見案第９号 

 

脳脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書 

 

本事項の実現について地方自治法第９９条の規定により意見書を提出したいので議決を求

めます。 

 

令和７年１２月１６日提出 

 

恵庭市議会議員  野 沢 宏 紀  柏 野 大 介  澁 谷 敏 明   

小 橋   薫  宮   利 徳            

 

（案 文） 

 脳脊髄液漏出症（脳脊髄液減少症）は、交通事故等を契機に発症し、頭痛やめまい、倦怠感

など多様な症状が生じる疾患である。平成２８年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療

法（ブラッドパッチ療法）が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでいるが、社会

的認知はなお十分とは言えない。 

脳脊髄液減少症患者・家族支援協会からは、労災保険では障害等級１２級の認定が多く行わ

れているが、自賠責保険では後遺障害等級が適切に認定されておらず、多くの患者が救済され

ていないとの指摘がある。 

こうしたことから、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が一人でも多く自賠責保険の後遺障害等級

の認定を受け、適切な治療が受けられるよう、支援体制の充実が求められる。 

よって政府におかれては、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を整

備し、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよ

う強く要望する。 

 

記 

 

１ 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続きとして、高次脳機能障害

（自賠責保険高次脳機能障害認定システム）と同じように、専門医による認定システム（脳

脊髄液漏出症認定システム）の仕組みを構築すること。 

 

２ 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級

認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和７年１２月１６日 



北海道恵庭市議会 

 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣 宛各通 





閉会中の各常任委員会・議会運営委員会所管事務調査項目一覧表 
 

令和７年１２月１６日 
 

委 員 会 名 調 査 事 項 理 由 

総務文教常任委員会  １．柏陽地区の土地利用再編事業の進捗状況について 
さらに精査を 
必要とするため 

厚生消防常任委員会  １．スポーツ振興について 〃 

経済建設常任委員会  
１．花の拠点はなふるセンターハウスの運営状況について 
２．除雪について 

〃 

議 会 運 営 委 員 会 

１．議会の運営に関する事項について 
２．議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項につ

いて 
３．議長の諮問に関する事項について 

〃 

 


